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１ はじめに 

尼崎市では、食の安全を確保し、食品に起因する危害を防止することにより、市民の健康の保護に

寄与することを目的として、食品衛生法第２４条の規定に基づき、重点的に監視指導を実施すべき事

項などについて定める「尼崎市食品衛生監視指導計画」を毎年度策定しています。 

市民の皆様からのご意見を参考にして策定した当計画に基づき、保健所などの実施機関では施設へ

の立入検査や食品の収去検査などによる監視指導を実施するとともに、リスクコミュニケーションの

推進に取り組んでいます。 

この度、令和６年度尼崎市食品衛生監視指導計画の実施結果を取りまとめましたので公表します。 

 

２ 重点施策に対する実施結果 

近年、食中毒事件の原因物質として上位を占めているノロウイルスやカンピロバクターに対し、食

中毒予防対策を指導するとともに、食品等事業者におけるＨＡＣＣＰ（ハサップ）による衛生管理の運用状

況を確認しました。 

 

（１）ノロウイルスによる食中毒の予防 

きざみのりを原因食品とする大規模なノロウイルス食中毒が学校給食で発生したことを背景に、

大量調理施設衛生管理マニュアルが改正され、乾物や摂食量が少ない食品も含め、加熱せずに喫食

する食品について、製造・加工業者における管理体制の確認、調理従事者の健康状態の確認や記録

の実施など、ノロウイルス対策強化に関する事項が追加されました。そこで、ノロウイルスによる

食中毒の発生件数が増加する冬期には、老人福祉施設に対して、取組状況の把握を行い、マニュア

ルに基づいた適切な衛生管理を実施するよう指導しました。 

また、弁当、惣菜や仕出しを調製する施設や大規模宿泊施設などの大量調理施設に対して、食品

の収去検査を実施するとともに、不顕性感染を考慮した手洗いの励行や施設設備の消毒など、汚染

拡大防止について指導しました。 

 

（２）カンピロバクターによる食中毒の予防 

鶏肉はカンピロバクターに高確率で汚染されていることから、未加熱又は加熱不十分な鶏肉の喫食は、

食中毒のリスクが高いため、夏期に一斉取締りを実施し、鶏肉を含む生食用等食肉（規格基準の定めら

れた牛肉を除く。）取扱施設に対し、刺身やタタキなどの提供を自粛するよう要請しました。また、飲食店な

どへ鶏肉を販売する事業者に対しては、加熱が必要である旨の表示がなされているかを確認し、表示の

ない事業者には啓発チラシなどを用いて指導しました。さらに、認定小規模食鳥処理施設には、施設ごと

の危害要因分析に基づいた衛生管理計画の実施状況を確認するとともに、処理工程における一般衛生

管理についても指導しました。 

近年、生食に対する消費者の嗜好の高まりもあり、未加熱又は加熱不十分な鶏肉を飲食店などで喫食

し、体調を崩したとの通報も多いことから、通報のあった施設に対しては、提供自粛や交差汚染の防止に

ついて改善指導するとともに、食中毒防止を図る観点から、次年度以降は定期的に監視指導することとし

ます。 

 

（３）ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の定着推進 

原則として、すべての食品等事業者にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が義務付けられていることか



2 
 

ら、この定着を図るため、既存許可施設に対して、許可の更新に係る現地調査、一斉取締りや苦情

対応などにおける施設への立入時において、衛生管理計画や実施状況の記録等を確認しました。確

認の結果、運用が不十分な施設に対しては、施設の業態や状況に応じて助言・指導し、ＨＡＣＣＰ

に沿った衛生管理を実施していない施設に対しては衛生管理計画を作成する講習会への参加を促

す等してＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入を指導しました。 

 

３ 監視指導計画の実施体制と関係機関との連携 

食品流通技術の発展と消費者の多様な食品に対する需要の高まりにより、広域的に流通する食品が

増加する傾向にあることから、緊急時における迅速かつ的確な対応を図るため、関係機関との緊密な

連携体制の確保に努めました。 

 

（１）監視指導と試験検査の実施機関 

保健所において食品関係施設に対する監視指導のほか、食中毒などに係る原因調査や再発防止を

指導するとともに、収去食品や食中毒に係る試験検査については衛生研究所と連携し、迅速な調査

と被害の拡大防止に努めました。 

 

（２）庁内関係部局との連携 

腸管出血性大腸菌などの感染症法に基づく医師からの届出の際には、感染症対策担当と連携して、

感染症と食中毒の両面から、患者や施設に対して迅速に調査することで被害拡大防止に努めました。 

 

（３）厚生労働省、消費者庁や関係自治体との連携 

複数の都道府県にまたがる食中毒被害の発生時や広域流通食品による違反発見時には、厚生労働

省、消費者庁や都道府県市と緊密に連携し、健康被害などの拡大防止に努めました。 

なお、令和６年度は広域的な食中毒事案等の発生がなかったため、広域連絡協議会での対応はあ

りませんでした。 

また、近畿府県市食品・乳肉衛生担当係長会議、近畿中核・政令市食品衛生業務連絡会議、阪神

ブロック食品衛生監視員会議や近畿地区市場食品衛生検査所協議会などで、最近発生した食品関係

事例、法律などに基づく運用方法や解釈の疑義について近隣自治体と協議し意見交換することで、

平常時からの連携体制の強化を図りました。 
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４ 監視指導と試験検査の実施結果 

市内で製造、加工、調理、運搬や販売される食品の安全性を確保するため、食品関係施設に対する

立入検査や食品の収去検査などによる監視指導を次のとおり実施しました。 

 

（１）食品関係施設への立入検査と食品の収去検査などの実施結果 

飲食に起因する衛生上の危害が発生した場合の社会的影響や被害の大きさ、過去の食中毒発生状

況、流通の広域性、営業の特殊性などを踏まえて策定した「立入検査計画」や「収去検査計画」に

基づき、効率的かつ効果的な監視指導を実施しました。 

なお、日常監視や一斉取締りの中で施設ランクが適切でないことが判明した施設については、ラ

ンクを変更しました。 

 

（ランク別立入検査実績） 

※ 監視実績数には一斉取締りでの立入検査施設数を含みます。 

 

ランク 
年間立入検

査予定回数 
対象施設 

施設数 

(年度末現在) 

[ａ] 

監視実績数※ 

（延べ施設数） 

計画達成施設数

[b] 

達成率 

[b]/[ａ]×100  

（％） 

Ａ ３ ・前年度の食中毒原因施設 １ ３ １ １００．０ 

Ｂ ２ 

・大量調理施設（1 回 300 食又は 1

日 750 食以上を提供する調理施

設） 

・大規模宿泊施設 

・前年度に規格基準違反等が確認

された施設 

・前年度に食中毒等の疑いがあっ

た施設 

２１ ５３ ２１ １００．０ 

Ｃ １ 

・大量調理施設を除く仕出し、弁

当、そうざい調製施設 

・集団給食施設（小学校、病院） 

・生食用等食肉取扱施設（牛内蔵・ 

馬肉のみを取扱う施設を除く） 

・ふぐ処理施設 

２９７ ３７３ ２９７ １００．０ 

Ｄ 

2年に１回 

・小学校及び集団給食施設（１００

食以上／日の老人福祉施設、幼稚

園・保育所 

・大規模かつ広域流通食品製造施

設 

８５ ８５ ８５ １００．０ 

実状に 

応じて 

・Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｅランク以外の施設 ４，４６３ ６０５ ― ― 

Ｅ 

・スナック等酒類の提供を主とする

施設 

・露店、自動車による営業施設 

・自動販売機 

・集団給食施設（事業所、寮、その

他） 

・食品販売施設 

・営業実態のない施設 

３，７１２ １３６ ― ― 

合 計 ８，５７９ １，２５５ ―     ― 
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（食品の収去検査結果） 

※ １検体で微生物と理化学の両検査を実施したものについては、検査項目ごとに集計しています。 

※ （ ）は地方卸売市場での収去検査検体数を再掲しています。 

 

ア 夏期食品一斉取締り 

気温が上昇する夏期における食中毒の発生防止や食品衛生の向上を図るため、２２３施設の立

入検査を実施しましたが、施設基準や公衆衛生上必要な措置の基準の違反は確認されませんでし

た。また、食品の収去検査や拭き取り検査を延べ８６検体について実施したところ、規格基準違

反や尼崎市食品の衛生に関する指導基準に不適合の検体はありませんでしたが、衛生事項におい

て指導を要するものが４検体、食品表示が不適切であったものが４検体あったことから、対象施

設において原因を追究調査し、その結果を踏まえて現場にて指導しました。 

なお、生食用鮮魚介類を取り扱う施設には、冷凍処理や速やかな内蔵の除去など、アニサキス

による食中毒対策を指導し、テイクアウトやデリバリーによる食品の販売を行う施設には食品の

温度管理等のテイクアウトやデリバリーにおける調理・販売の注意点について指導しました。 

 

イ 年末食品一斉取締り 

食品の流通量が増加する年末や食中毒患者が最も発生する冬期における食中毒の発生防止を

図るため、１７７施設の立入検査を実施したところ、施設基準や公衆衛生上必要な措置の基準の

違反はありませんでした。また、食品の収去検査を延べ１２検体について実施したところ、規格

基準違反及び食品表示が不適切の検体はありませんでした。 

 

ウ 生食用等食肉取扱施設一斉取締り 

生食用等食肉などによるカンピロバクターや腸管出血性大腸菌Ｏ１５７などを原因とする食

中毒を防止するため、生食用食肉(牛肉)の規格基準の遵守、食肉の中心部までの十分な加熱や交

差汚染の防止などについて、焼肉屋・焼鳥屋などの飲食店や食肉販売施設、延べ１３９施設に対

し、立入指導や聞き取り調査を実施しました。なお、生食用食肉取扱施設届を提出している施設

のうち、生食用食肉専用の手洗設備を他の用途に使用していた施設には、適切な運用を行うよう

指導するとともに、生食用食肉を取り扱っているにもかかわらず、届出を行っていない施設に対

 

検体数 
要指導検体数 

微生物 理化学 合計 

夏期食品一斉取締り 
８０ 

（６） 

６ 

（０） 

８６ 

（６） 

８ 

（０） 

年末食品一斉取締り 
４ 

（１） 

８ 

（０） 

１２ 

（１） 
０ 

生食用等食肉取扱施設一斉取締り １０ ０ １０ ６ 

年間を通して実施する収去検査 
４４ 

（０） 

１６ 

（８） 

６０ 

（８） 
６ 

合 計 
１３８ 

（７） 

３０ 

（８） 

１６８ 

（１５） 

２０ 

（０） 
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しては、生食用食肉取扱施設届の提出を指導しました。飲食店のうち、加熱不十分な牛レバーを

喫食可能であるかのように消費者に誤認を与えるメニュー表記をしている施設に対しては、適切

な表示に改めるよう指導しました。 

また、認定小規模食鳥処理施設６施設に対して、施設ごとの危害要因分析に基づいた衛生管理

計画の実施状況の確認や処理工程における一般衛生管理について指導するとともに、施設で処理

をした鶏肉を生食用として販売している施設については販売を自粛するよう指導しました。 

さらに、食鳥肉について１０検体の収去検査を実施し、食中毒菌が検出された結果などを踏ま

え、生食用としての提供を自粛するよう指導しました。 

 

  エ 年間を通して実施する収去検査 

継続的な監視により違反食品の流通防止を目的とした食品の収去検査を延べ６０検体につい

て実施したところ、尼崎市食品の衛生に関する指導基準に不適合または指導を要するものが２検

体、食品表示が不適切であったものが４検体あったことから、対象施設において原因を追究調査

し、その結果を踏まえて現場にて指導しました。 

 

オ ふぐ取扱施設一斉取締り 

ふぐ毒による食中毒を防止するため、ふぐの適正な取扱いについて飲食店、魚介類販売施設や

魚介類せり売施設の合計１２６施設に対して立入指導を実施しました。有毒部位を処理する際に

使用する専用の調理器具や廃棄容器の設置を怠っていた１６施設に対しては速やかな設置を、届

出済証の掲示をしていない６施設に対しては施設内に掲示するよう指導するとともに、届出済証

を紛失した施設には再交付しました。 

なお、ふぐ処理施設として届出していたものの、目や脳が除去されたトラフグの中抜きを含め、

有毒部位が除去されたふぐのみを取り扱う施設７施設については、令和３年度にふぐ処理の定義

を見直したことにより届出が不要となっているため、廃止届の提出を指導しました。 

 

カ 病院給食施設一斉取締り 

病院給食施設２４施設に対し、ノロウイルスや腸管出血性大腸菌Ｏ１５７などによる食中毒を

防止するため、大量調理施設衛生管理マニュアルや食品衛生監視票に基づく立入指導をするとと

もに、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の運用状況を確認しました。 

 

キ 老人福祉給食施設一斉取締り 

老人福祉給食施設３５施設に対し、ノロウイルスによる食中毒を防止するため、調理従事者か

らの二次汚染防止や非加熱調理食品の取扱いなどを重点項目として立入調査を行いました。ほと

んどの施設では調理場内の二次汚染防止対策を講じており、衛生状態について一定の確保がなさ

れていましたが、加熱せず喫食する食品の製造加工業者の衛生管理体制の把握や加熱後冷却する

食品についての冷却時の温度や時間の測定・記録が不十分であるなど大量調理施設衛生管理マニ

ュアルが遵守できていない施設に対しては指導しました。 

 

ク 地方卸売市場における監視指導の実施 

卸売業者、仲卸業者や市場の関連施設において、食品の取扱いや施設設備の衛生管理について
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確認したところ、食品の保管が不適切な施設や清掃が不十分であった施設に対して指導しました。 

 

ケ 適正な食品表示の推進 

令和６年度に市内事業者から寄せられた表示に関する相談などは５件あり、適切な食品表示に

ついて助言するとともに、各一斉取締りや年間を通して実施する収去検査において、食品表示基

準で定められている添加物やアレルゲンなどの衛生事項について不適切な記載や記載漏れがあ

ったことから、適切な表示に改めるよう指導しました。 

 

（２）違反発見時の対応 

他自治体等からの情報提供により違反が判明した食品について、速やかに販売者に対して自主回

収と再発防止について指導しました。 

 

（３）食中毒等健康被害の発生に伴う調査と行政処分 

令和６年度における食中毒事件に対し、原因を究明するとともに、施設の消毒指導や調理従事者

に対する衛生教育を行うことで、被害の拡大や再発の防止に努めました。なお、その営業施設に対

して営業停止の行政処分（食品衛生法第６条第３号違反）を行い、報道機関へ情報を提供しました。

また、食中毒が疑われる事案や有症苦情の申出などが６９件あったことから、施設や患者などに対

して速やかに調査を行うとともに、衛生上の不備があった施設に対しては指導を行いました。 

 

ア 食中毒発生状況 

（ア）発生件数 ２件 

（イ）患者数 ８５人 

（ウ）死者 ０人 
  

発生日 患者数 原因食品 病因物質 原因施設 摂取場所 

令和６年 

６月３０日 
５人 不明 

カンピロバクター・

ジェジュニ 
飲食店 飲食店 

令和６年 

１１月６日 
８０人 不明 ノロウイルスＧⅡ 仕出し弁当屋 各施設 

 

イ 食中毒調査における検査検体数（食中毒が疑われる事案、有症苦情調査を含む。） 
 

（検体の内訳） 

分類名／検査項目 微生物検査 理化学検査 合計 

ふきとり ３２ ０ ３２ 

食品残品、保存食 ３５ ０ ３５ 

有症者便、従業員便 ５３ ０ ５３ 

合 計 １２０ ０ １２０ 
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（４）模擬店等における食中毒予防対策 

飲食物が提供される模擬店を出店するイベントでの食中毒を防止するために、イベントなどの計

画段階から主催者に対して食品の適正な取扱いについて事前指導の徹底を図るとともに、開催状況

の把握に努め、令和６年度は１７６件の模擬店等における実施届を受理しました。 

 

（５）食品中の放射性物質検査結果 

令和６年度は、放射性物質に関する市民からの相談が無かったため、検査を行いませんでした。 

 

 

５ 食品等事業者における自主的な衛生管理の推進 

食品等事業者による自主的な衛生管理を推進するために、食品関係施設におけるＨＡＣＣＰに沿っ

た衛生管理の運用状況の確認と必要に応じた助言・指導や優良施設の表彰などを行うことで意識の向

上を図りました。 

 

（１）ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の定着推進 

原則として、すべての食品等事業者に義務付けられているＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の定着を

図るため、新規許可申請において衛生管理計画の作成を指導するとともに、許可の更新、一斉取締

りや苦情対応などでの施設の立入においては食品等事業者が作成した衛生管理計画や実施状況の

記録等を確認し、運用が不十分な施設に対しては、施設の業態や状況に応じて事業者団体が作成し

たＨＡＣＣＰ導入の手引書や補助資料を用いて助言・指導を行うとともに、講習会を開催しＨＡＣ

ＣＰに沿った衛生管理の導入を支援しました。 

  

  ア 監視等による運用確認・立入指導 

  食品等事業者からの新規許可申請や許可更新申請では１，０９８施設において、事業者団体が

作成したＨＡＣＣＰ導入の手引書などを用いて衛生管理計画の作成を指導するとともに、一斉取

締りや苦情対応などでの施設の立入においては、１，０３８施設の運用状況を確認し、業態に応

じて助言・指導したところ、合計２，１３６施設のうち８９％の施設においてＨＡＣＣＰに沿っ

た衛生管理の実施を確認しました。 

なお、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を実施していない施設、運用が不十分な施設に対しては、

今後も継続して指導します。 

 

  イ 講習会の開催等による支援 

    本市における既存許可施設の多くを占める小規模飲食店と新規に開設する小規模飲食店や日

常監視等においてＨＡＣＣＰの運用が不十分であることを確認した施設を対象に衛生管理計画

を作成する講習会を実施することで、１２施設においてＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入を支

援しました。 

 

（２）一般的な衛生管理の推進 

施設へ立入る際には法令遵守などについて指導するとともに、衛生管理の状態が他の模範となる

施設などを表彰することで、食品等事業者の意識の向上を図りました。 
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ア 食品衛生管理者などの設置 

営業許可申請時に食品衛生管理者や食品衛生責任者の設置について指導するとともに、更新申

請時には設置状況に変更が無いことを確認することで、自主的な衛生管理を推進しました。 

 

イ 「公衆衛生上必要な措置の基準」遵守の徹底 

施設へ立入る際には施設や従事者などに係る衛生管理、食品の取扱いや記録の作成・保管など

の状況を確認し、「公衆衛生上必要な措置の基準」の遵守について指導しました。 

 

ウ 食品衛生指導員への支援 

食品衛生指導員が主体となって市内の食品関係施設を巡回指導できるように、食品の取扱いや

施設の衛生状態、ＨＡＣＣＰの取組状況に応じた指導内容の要点と、巡回指導時に配布する食中

毒予防の啓発資料の作成について助言しました。 

 

エ 優良施設などの表彰 

食品衛生行政に協力し、関係業界の指導育成や発展向上に顕著な功績のあった者１人に対し、

市長表彰を行いました。 

 

オ 実務者講習会の実施 

新たな知識の習得による衛生意識の向上とＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の適切な実施や

定期的な衛生管理計画の見直しによる施設の衛生管理水準の向上を図るため、営業許可更新

施設や集団給食施設の食品衛生責任者を対象に講習会を行ったところ、２２２施設の食品衛生責

任者の参加がありました。 

 

 

６ リスクコミュニケーションの推進 

消費者や食品等事業者に対し、食の安全・安心に関する情報の提供や講習会を開催することで、食

品衛生に関する正しい知識を深めるとともに、リスクコミュニケーションに必要な能力の向上を図り

ました。 

 

（１) 消費者や食品等事業者への情報提供 

消費者や食品等事業者に対し、本市ホームページや市報あまがさきなどの広報媒体を通じて、食

品衛生に関する正しい知識や食の安全・安心に関する最新情報などを発信しました。 

 

ア ホームページや市報などによる情報提供 

令和６年度は、ホームページにおいて、近隣の海域における貝毒の注意喚起についての情報や

食品表示に関する情報などを発信しました。また、市報においては、カンピロバクター、アニサ

キス、ノロウイルスやフグ毒による食中毒予防に関する情報を掲載しました。 

 

イ 食品衛生パンフレットなどの配布 

全国的にカンピロバクター、アニサキスやノロウイルスによる発生件数が多いことから、それ
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らの食中毒予防に関するチラシを作成し、監視時に活用することで効果的な指導をしました。ま

た、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類に移行し、自粛傾向にあった模擬

店等が再開され、模擬店等における実施届が増加したことから、模擬店での食中毒予防に関する

チラシを窓口で配布することで食品の取扱い等食品衛生に関する注意喚起に努めました。 

その他、申請や相談などで来所された食品等事業者や消費者に、食品衛生に関するチラシなど

を配布することで「食」の安全に関する情報を提供しました。 

 

（２）講座等の実施 

食品衛生に関する最新の知識や取扱う食品の特性を踏まえた注意事項などについて講義しまし

た。 

 

ア 消費者 

市内における幼稚園児とその保護者を対象に手洗いによる食中毒予防についての講習を食品

衛生協会主催のもと２回、１００人に対して行いました。また、一般消費者を対象に、最近の食

中毒事件の傾向、生食用食肉の危険性や嘔吐物の処理方法などについての講習を３回、４０人に

対して行いました。 

 

イ 食品等事業者 

 模擬店実施者などを対象に、模擬店における食品等の取扱いに関する講習を１回、１７人に対

して行いました。また、市内保育所の給食調理従事者を対象に、最近の食中毒事件の傾向や大量

調理施設衛生管理マニュアルなどに基づく衛生管理の徹底に関する講習を１回、１５人に対して

行いました。 

 

７ 食品衛生に係る人材の育成と資質の向上 

食品衛生監視員には一層の高度かつ専門的な知識が求められており、資質の向上を目的として研修

会等へ積極的に参加しました。また、試験精度の信頼性の確保及び検査技術の向上に努めました。 

 

（１）職員の研修への参加と調査研究 

食品などの製造や加工における高度化が進展するなか、食品衛生監視員の資質の向上を図るため、 

厚生労働省や近隣の自治体が主催として開催された研修会へ積極的に参加し、最新の科学的知見の

修得に努めました。なお、講義を受けた内容については保健所内で周知し、関係職員の食品衛生に

関する専門知識や技術の向上を図り、効果的な監視指導に役立てるとともに、消費者や食品等事業

者に対する講習会で活用しました。 

 

（２）検査技術の向上 

衛生研究所における試験精度の信頼性の確保や検査技術の向上を図るため、ＧＬＰ（試験業務の

適正管理運用基準）に基づき、外部精度管理調査を受検しました。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ】 

尼崎市保健所 生活衛生課 食品衛生担当 

〒661－0052 尼崎市七松町１－３－１－５０２ 

ＴＥＬ: ０６－４８６９－３０１８ 

ＦＡＸ: ０６－４８６９－３０４９ 

E-Mail：ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp 

 


